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子供の自殺が起きたときの緊急対応の在り方 
－『いじめ再調査に係る再発防止策等の提言』に係る管理職研修の一例－ 

 
『いじめ再調査に係る再発防止策等の提言』（いじめ再調査に係る再発防止策等検討会 令和３

年３月）（以下，提言）では，「重大事態が発生した際の対応の在り方について管理職を対象に実践

的な研修を行うこと」とある。ここでは子供の自殺が起きたときの緊急対応の在り方についての管

理職研修の一例を示す。 
 
１ 児童生徒の自殺の状況 
 

 『令和２年度児童生徒の問題行動・不登校

等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の

概要』（文部科学省 令和３年 10 月）（以下，

調査結果）によると，自殺した児童生徒数は

415 人（図１）で，調査開始以降最多となっ

ている。また,自殺した児童生徒が置かれて

いた状況として，主に「家庭不和」，「精神障

害」，「進路問題」，「父母等の叱責」，「友人関

係（いじめを除く）」などが挙げられている。 

 児童生徒の自殺が後を絶たずに増加して

いることは極めて憂慮すべき状況であり，現

実的な課題として，その未然防止の取組の強

化・充実を図るとともに，万が一，同種の事

案が発生した場合を想定した学校の危機管

理体制の構築を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

図１ 児童生徒の自殺の状況（単位：人） 

     （文部科学省 令和３年 10 月） 

 ２ 研修のねらい 
 

 提言では，「児童生徒の自殺事案等が発生し

た後の学校等の対応に関して，より実践的な研

修を実施すること」とある。また，「管理職向

けの研修では，児童生徒の自殺事案等が発生し

た場合の学校の具体的な対応内容や，その中で

管理職が行うべき具体的な対応内容（中略）に

ついて，実際の事例ケースの検討という形をと

るなどして実践的な研修を行うこと」とある。

さらに，児童生徒の自殺事案等が発生した後の

学校等の対応について，①「基本調査と詳細調

査との関係を改めて指針に沿って整理するこ

と」，②「遺族の心情に配慮し，今後の接触を

可能とするような関係性を構築すること」，③

「具体的な対応内容の整理と（全教職員によ

る）その認識の共有化を図ること」とある。 

 これらを踏まえて，当センターでは管理職向

けの実践的な研修をできるところから早急に

実施すべきと考え，令和３年９月に県立学校の

管理職等を対象に，また令和４年１月に小・中

学校，義務教育学校の管理職等を対象に，「子

供の自殺が起きたときの緊急対応の在り方」に

関する研修を実施した。 

 研修では，はじめに提言の趣旨や児童生徒の 
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自殺の状況に関する理解を図ることとした。

そして，架空事例に基づく事例研究（個別 

ワーク・グループワーク）を通じて，子供の

自殺が起きたとき（以下，緊急対応時）の遺

族や児童生徒・保護者，教職員の心理的状態

を踏まえた組織的な対応の在り方や，学校の

管理職を中心とした組織的な対応の在り方

を検討し協議した上で，『子供の自殺が起き

たときの緊急対応の手引き』（文部科学省 

平成 22 年３月）（以下,手引き）や『子供の自

殺が起きたときの背景調査の指針（改訂版）』

（文部科学省 平成 26年７月）（以下,指針）

に関する基礎知識の習得を図る構成とした。 

 研修のねらいは次のとおりである。 

 (1) 緊急対応時の遺族や児童生徒・保護

者，教職員の心理的状態を踏まえた対応

の在り方についての理解を深める。 

 (2) 緊急対応時の学校の危機管理体制（設

置者・専門家・関係機関との連携を含

む。）を構築するための方策やその在り

方について考える。 
 

３ 研修の実際 
 

 研修の実施に当たっての留意点は次のと

おりである。 

① 架空事例の事態が万が一，受講者の所属

する学校で発生した場合を仮定し，自分事

に置き換えて対応の在り方を考えること

で受講者の課題意識を高めること。 

② 事例研究を通じて受講者が様々な考え

方を共有することにより望ましい対応の

在り方を考える契機にすること。 

③ 自殺事案は，その背景や状況等がそれぞ

れに異なることから対応の在り方につい

ての正解はなく多様な視点で考えること。 

④ 受講者が互いの考えを認め合い，否定し

たり非難したりしないこと。 

⑤ 内容の性質上，受講者の心身の状態に配

慮しながら研修を進めること。 

 研修の具体的な内容は次のとおりである。 

 (1) 提言の趣旨や児童生徒の自殺の状況，自

殺予防に係る取組に関する内容（表１） 

 先述した提言の趣旨や児童生徒の自殺の状

況について詳説することにより，研修のねらい

や課題に対する受講者の意識の向上を図った。

また，児童生徒の自殺予防に係る取組の一つと

して，児童生徒が自ら相談窓口を選択し相談で

きるようにするために，学校における教育相談

体制の強化・充実を図ること，電話相談や SNS

等を活用した相談窓口を児童生徒・保護者に周

知することの重要性について受講者の理解を

促した。 

表１ 提言の趣旨や児童生徒の自殺の状況，自

殺予防に係る取組に関する内容 

展 開 
時間 

（分） 
ね ら い 内 容 等 

提言の趣旨 

（講義） 

15 

提言の趣旨

の理解を図

る。 

○提言の趣旨説明 

◎課題意識の喚起 

児童生徒の

自殺の状況 

（講義） 

児童生徒の

自殺の状況

の理解を図

る。 

○調査結果の概要

説明 

◎課題意識の喚起 

児童生徒の

自殺予防に

係る取組 

（講義） 

児童生徒の

自殺予防に

係る取組の

強化・充実

を図る。 

○児童生徒の自殺

予防に係る取組

説明 

◎課題意識の喚起 

※ 表中の内容等について，○は知識・理解，●は思考・判

断等，◎は課題への対応等を表す。（以下同じ） 

 (2) 事例研究に関する内容（表２） 

 架空事例（図２）を提示し，受講者は初期対

応（事案発生の一報から三日を目途）の在り方

を個別ワーク・グループワークにより検討し協

議した。その際，手引きに示されている緊急対

応の視点（図３），ワークシート（図４）を提

示し，受講者が遺族や児童生徒・保護者，教職

員の心理状態を踏まえながら学校全体で組織

的に対応すべきこと，管理職として対応すべき

ことを項目別・時系列に具体的に検討し協議す

ることができるようにした。 

表２ 事例研究に関する内容 

展 開 
時間 

（分） 
ね ら い 内 容 等 

事例研究の

進め方 

（説明） 

５ 

事例研究の

進め方を確

認する。 

◎架空事例の提

示 

◎対応の視点の

提示 

◎ワークシート

の提示 



個人ワーク 

（事例研究） 
15 

架空事例に

係る初期対

応（事案発

生の一報か

ら三日を目

途）の在り

方を検討し

協議する。 

●遺族や児童生

徒・保護者，教

職員の心理的

状態を踏まえ

た対応の在り

方について検

討・協議 

●学校の危機管

理体制（設置

者・専門家・関

係機関との連

携を含む）を構

築するための

方策や在り方

について検討・

協議 

グ ル ー プ 

ワーク 

（研究協議） 

30 

 
・ ○月○日（○）SHR 時，担任（○年）が教室へ行った

ところ生徒Ａが登校していなかった。 

・ 午前９時になっても，Ａは登校せず，保護者からの

欠席連絡もなかったため，担任は，Ａの母親の携帯電

話へ連絡した。母親は混乱した様子で，「Ａが自宅で縊

首し，その後亡くなった。」と話した。 

・ 午前９時 30 分，担任は母親との電話の内容を教頭へ

報告した。 

 （担任からの報告内容） 

・ 母親からは，「Ａは，『学校に行くのがつらい。自分は

みんなに嫌われている。学級の女子３人から無視され

たり，悪口を言われたりしている。』と話していた。Ａ

のノートに悪口を書かれていたようだ。」との話があっ

た。 

・ 父親は，「どうしてくれるんだ。どう責任を取るん

だ。」と学校を強く非難している。 

・ 数日前，担任は，Ａが元気のない様子であることに

気付いて声を掛けた。Ａは，「大丈夫です。」と話した。 

図２ 架空事例（高等学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 緊急対応の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ ワークシート 

 (3) 手引きに関する内容（表３） 

 架空事例に係る初期対応の在り方について

手引きに示されている緊急対応の視点（「危機

対応の態勢」，「遺族へのかかわり」，「情報収集・

発信」，「保護者への説明」，「心のケア」，「学校

活動」）に基づき，学校や管理職の対応の在り

方を項目別・時系列に具体的に例示した。その

際，受講者が協議した内容と比較させながら手

引きに関する内容の理解の深化を図った。 

表３ 手引きに関する内容 

展 開 
時間 

（分） 
ね ら い 内 容 等 

架空事例に

係る対応例 

（講義） 

25 

手引きに基

づく緊急対

応の在り方

について理

解 を 深 め

る。 

○架空事例に係る

対応例の提示 

手引きに関

する内容 

（講義） 

25 

○遺族，児童生徒・

保護者，教職員

の心理的状態を

踏まえた対応の

在り方の提示 

○学校の危機管理

体制（設置者・専

門家・関係機関

と の 連 携 を 含

む）を構築する

ための方策や在

り方の提示 

 (4) 指針に関する内容（表４） 

 子供の自殺が起きたときの背景調査の在り

方について指針に示されている内容（「総論」，

「基本調査の実施」，「詳細調査への移行の判

断」，「詳細調査の実施」，「詳細調査に移行しな

い場合」，「いじめが背景に疑われる場合の措

置」，「平常時の備え」）（図５）に基づき，総論

（背景調査の趣旨，基本調査と詳細調査の関係

整理など）をはじめ，学校を主体とする基本調

査の実施の在り方，いじめが背景に疑われる場

合の措置，平常時の備えについて具体的な内容

を提示し，指針の内容の理解の深化を図った。 

表４ 指針に関する内容 

展 開 
時間 

（分） 
ね ら い 内 容 等 

指針に関す

る内容 

（講義） 

50 

指針に基づ

く背景調査

の在り方に

ついて理解

を深める。 

○背景調査の在

り方の提示 

○子供の自殺の

背景にいじめ

が疑われる場

合（重大事態）

に係る対応の

在り方の提示 

○平常時の備え

について例示 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 指針の内容 
 

４ 研修の成果と今後の課題 
 

 (1) 研修の成果 

 研修では，架空事例と同種の事態が万が

一，受講者の所属する学校で発生した場合

に，どのような対応が考えられるかについて

多様な視点で協議することにより，より一層

受講者の課題意識を高めることができた。 

 また，受講者が正解のない課題を自分事と

して捉えて主体的・協働的に取り組む姿が見

られた。相互に抱える課題の難しさを語り合

うことにより新たな気付きが促され，緊急対

応時には遺族や児童生徒・保護者，教職員の

心理的状態を踏まえた対応が必要であるこ

とを学べた。 

 さらに，研修後に受講者が所属する学校で

同種の研修が実施されるなど，学校の危機管

理体制を構築することの重要性が認識され

具体的な取組が進められつつあることは大

変意義深い。参考までに受講者の感想等（要

旨）を示したい。 
（小学校） 

・ 緊急対応の流れとその内容，基本調査における教職

員からの聴取事項の具体例などを確認することがで

きた。今回の研修内容を自ら再構築して校内研修を行

い，平常時から危機意識を高めていきたい。 

（中学校・義務教育学校） 

・ 緊急対応の在り方について深く考える機会となっ

た。緊急対応の具体を項目別・時系列に，「いつ」，「誰

が」，「何を」，「どうする」という観点で協議すること

により内容の理解が更に深まるのではないか。 

・ とても学びの多い研修であった。個人ワークや質疑

応答の時間をもう少し確保できるとよいのではない

か。 
 

（高等学校） 

・ 子供の自殺が起こらないことが重要だが，万が一の場

合に備えることの必要性を改めて感じた。研修内容は即

対応可能なもので大変参考になった。 

・ 子供の自殺はあってはならないことだが，万が一の場

合の対応の在り方を考えることができた。未然防止を第

一としながら緊急対応の在り方も検討したい。 

・ 子供の自殺が起こらないようにするために生徒への

適切な対応に努めたい。初期対応や校内体制の構築の在

り方，児童生徒・保護者への対応の在り方など研修内容

が具体的でとても分かりやすかった。遺族への配慮や設

置者等との連携が重要であることも分かった。 

・ 「児童生徒に通夜等への参加を強制しないこと」，「児

童生徒それぞれの喪の服し方があること」という言葉が

印象に残った。 

（特別支援学校） 

・ 緊急対応の在り方について段階に応じた具体的な内

容でとても分かりやすかった。緊急対応時に児童生徒に

対して，「命を大切に」との教訓的なメッセージを発信

することが亡くなった生徒を否定することになりかね

ないという内容は大変勉強になった。子供の自殺はあっ

てはならないことだが，万が一の場合に対応できるよう

にしておくことが大切であると改めて感じた。 

・ 緊急対応の内容など具体的で大変分かりやすかった。

遺族への配慮や学校（管理職）の対応の在り方などにつ

いて多くのことを考える機会となった。学校において緊

急対応に関する研修の充実を図りたい。 

 (2) 今後の課題 

 児童生徒の自殺は，遺族をはじめ多くの人々

の心に深刻な影響を及ぼす。同種の事態であっ

ても，その背景や状況等はそれぞれに異なるこ

とから，真にどのような対応が必要かを考えて

臨機応変に対応する必要がある。 

 また，学校の対応のみでは限界があるため，

設置者や専門家，関係機関との連携は必要不可

欠である。学校の危機管理体制を構築すること

は，その他の学校危機への備えにもつながる。

そのため平常時から学校の危機管理に関する

研修（マニュアルの作成，シミュレーションな

ど）に取り組むことが求められる。 

 そして何より児童生徒の命を守るための取

組がより一層強化され，児童生徒の健やかな成

長と自己実現が図られることを切に願う。 
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